
三重県病院事業庁

修学資金貸与制度のご案内
看護系大学・県外の看護師養成所等の学生で、卒業後、
県立こころの医療センター 又は 県立一志病院 で
勤務する意欲のある学生に修学資金を貸与する制度です。

Ｑ貸与金額は?

Ｑ返還って
免除されるの?

Ｑ新規申込は新入
生だけが可能?

Ｑ県内出身者でも
借りられるの?

Ａ月々５万円です!
(看護系大学院修士課程の学生は１０万円になります。)

Ａ卒業後、１年以内に助産師又は看護師免許を
取得し、上記２病院で貸与を受けた期間と
同じ期間勤務すると、返還が免除されます!

Ａ何年生の方でも新規の申込は可能です!
申込時期が遅れても、同一年度の４月分まで
さかのぼって支給されますのでご安心ください!

Ａ看護系大学の学生は、県内・県外の出身を
問わず、貸与を受けることができます!

募集期間は令和８年４月１日から令和９年１月８日までを予定しています。
詳しくは、以下の三重県病院事業庁のホームページをご確認ください。
http://www.pref.mie.lg.jp/D3BYOUIN/

三重県病院事業庁県立病院課総務班
TEL:059-224-2348
E-mail:kenbyo@pref.mie.lg.jp

問い合わせ先

【ホームページのQRコード】

助 産 師 及 び 看 護 師

精神科 内 科
 救急、急性期、慢性期
 認知症、アルコール専門

 家庭医療、訪問看護
 プライマリ・ケア

エキスパートナース


